
内
閣
総
理
大
臣
名
の
 

書
状
を
贈
呈
し
ま
す
 

　
先
の
大
戦
に
お
い
て
、
外
地
等

（
事
変
地
の
区
域
又
は
戦
地
の
区

域
）
に
派
遣
さ
れ
、
戦
時
衛
生
勤

務
に
服
さ
れ
た｢

旧
日
本
赤
十
字

社
救
護
看
護
婦｣

、｢

旧
陸
海
軍
従

軍
看
護
婦｣

の
方
々
（
慰
労
給
付

金
受
給
者
を
除
く
）
に
対
し
て
、

そ
の
ご
労
苦
に
報
い
る
た
め
内
閣

総
理
大
臣
名
の
書
状
を
贈
呈
し
て

い
ま
す
。 

請
求
期
限
が
２
年
間
延
長
さ
れ
、

平
成
19
年
３
月
31
日
ま
で
と
な
り

ま
し
た
。 

　
ご
本
人
又
は
ご
家
族
な
ど
か
ら

の
ご
連
絡
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

請
求
書
等 

　
役
場
福
祉
課
生
活
・
障
害
福
祉
係 

　
　
　
　
　
９
８
５
―
４
１
１
２ 

問
い
合
わ
せ 

　
〒
１
０
０
―

８
９
２
６ 

　
東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関 

　
２
―
１
―
２ 

　
総
務
省
大
臣
官
房
管
理
室 

　
　
業
務
担
当 

 
０
３
―
５
２
５
３
―
５
１
８
２ 

　
０
３
―
５
２
５
３
―
５
１
９
０ 

　
介
護
保
険
施
設
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
）
に
入
所
又

は
入
院
し
て
い
る
方
は
、
食
事
に

か
か
る
標
準
負
担
（
一
日
当
た
り

７
８
０
円
）
が
必
要
で
す
が
、
次

の
方
は
、
標
準
負
担
額
が
減
額
さ

れ
ま
す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。 

　
な
お
、
現
在
減
額
認
定
さ
れ
て

い
る
方
も
、
認
定
の
有
効
期
限
が

５
月
31
日（
火
）で
切
れ
ま
す
の
で
、

再
度
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

①
　
住
民
基
本
台
帳
の
世
帯
全
員

が
町
民
税
非
課
税
で
あ
る
場
合 

　
一
日
当
た
り
本
人
負
担
５
０
０
円 

②
　
生
活
保
護
世
帯
又
は
老
齢
福

祉
年
金
受
給
者
で
あ
っ
て
、
住

民
基
本
台
帳
の
世
帯
全
員
が
町

民
税
非
課
税
で
あ
る
場
合 

　
一
日
当
た
り
本
人
負
担
３
０
０
円 

※
標
準
負
担
額
減
額
認
定
申
請
書

は
、
各
施
設
に
も
送
付
し
て
い

ま
す
。 

問
い
合
わ
せ 

　
役
場
介
護
保
険
課
介
護
保
険
係 

　
 
９
８
５
―
４
１
１
５ 

 

       

　
水
道
料
金
の
お
支
払
は
口
座
振

替
が
次
の
よ
う
な
点
で
便
利
・
確

実
で
す
。 

１
　
支
払
い
に
行
く
手
間
が
省
け

る
。 

２
　
う
っ
か
り
な
ど
の
支
払
い
忘

れ
が
な
い
。 

３
　
納
付
書
の
紛
失
の
心
配
が
な

い
。 

　
便
利
な
口
座
振
替
を
、
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 
 

手
続
き
に
つ
い
て 

　
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
は
松

山
市
農
業
協
同
組
合
・
伊
予
銀
行
・

愛
媛
銀
行
・
広
島
銀
行
・
愛
媛
信

用
金
庫
・
郵
便
局
で
す
。 

　
松
前
町
内
の
取
扱
金
融
機
関
と

水
道
課
に
申
込
用
紙
が
あ
り
ま
す

の
で
直
接
窓
口
で
お
申
込
み
く
だ

さ
い
。 

　
手
続
き
に
は
、
口
座
番
号
の
分

か
る
も
の
、
届
出
印
が
必
要
で
す
。 

口
座
振
替
日
に
つ
い
て 

伊
予
銀
行
　
　
　
毎
月
23
日 

郵
便
局
　
　
　
　
毎
月
25
日 

右
記
以
外
の
金
融
機
関 

　
　
　
　
　
　
　
毎
月
20
日 

　
振
替
日
が
土
・
日
・
祝
祭
日
の

場
合
は
翌
営
業
日
が
振
替
日
に
な

り
ま
す
。 

　
引
落
し
が
で
き
な
か
っ
た
方
は

翌
月
の
５
日
に
再
度
、
振
替
を
行

っ
て
い
ま
す
が
、
５
月
か
ら
は
再

振
替
日
が
10
日
に
変
わ
り
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ 

　
役
場
水
道
課
業
務
係 

　
　
９
８
５
―
４
１
３
３ 

福
祉
 

介
護
保
険
標
準
負
担
額
等
 

減
額
申
請
に
つ
い
て
 

介
護
 

水
道
料
金
の
口
座
振
替
を
 

お
願
い
し
ま
す
 

水
道
 

平成17年度の水道検針・集金事務委託者及び 
担当地区をお知らせします。 
※担当が細かく分かれている地区もあります。 
　問い合わせ 
　　　　役場水道課業務係　　985－4133

委　託　者　名 
大　野　　　光 
渡　瀬　紀　代 
増　田　弥　生 
山　本　幸　子 
増　田　恵　美 
谷　口　美由紀 
前　田　由　紀 
竹　田　真　紀 
藤　岡　裕美子 
池　内　桂　子 
一　宮　章　子 
村　井　光　枝 
大　野　美　保 
戎　屋　多恵子 
平　野　さつき 
楠　野　千恵子 

委　託　者　名 
森　本　由記美 
堀　部　一　美 
松　本　正　子 
戒　田　京　子 
阪　東　利　美 
西　森　文　子 
宇都宮　友　計 
大　西　妙　子 
町　田　幸　久 
夏　井　タケノ 
大　野　　　光 

検　　　　針　　　　員 
検　　針　　地　　区 

集　　　　金　　　　員 
検　　針　　地　　区 

横田・宗意原・今新開 

徳丸・中川原・出作・鶴吉 

塩屋・本村 
新立 
北黒田東・新立・宗意原 
神崎 
大間・昌農内・宗意原（駅西） 
西古泉 
北川原 
北黒田・宗意原・新立 
西高柳・北黒田西 

筒井 

上高柳・恵久美 
永田・東古泉・大溝 

南黒田西・北黒田・宗意原・筒井 
本村・筒井東・西古泉 
新立・宗意原 
塩屋 
塩屋南 
北黒田東 
筒井西 
西古泉と塩屋を除く岡田地区・北伊予地区 
宗意原 
今新開 
新立（駅東） 
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